
核医学診断／治療に関する医科診療報酬点数表 

第 1 章 基本診療料 第 2 部 入院料等 第 2 節 入院基本料等加算 

A204 地域医療支援病院入院診療加算（入院初日） 
 

A204 地域医療支援病院入院診療加算（入院初日） 1,000 点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」（令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号） 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 4 号） 

 

告示 通知 

注 地域医療支援病院である保険医療機関に入院し

ている患者（第 1 節の入院基本料（特別入院基本料

等を除く。）のうち、地域医療支援病院入院診療加算

を算定できるものを現に算定している患者に限

る。）について、入院初日に限り所定点数に加 算す

る。この場合において、区分番号Ａ204-3 に掲げる

紹介受診重点医療機関入院診療加算は別に算定で

きない。 

(1) 地域医療支援病院入院診療加算は、地域医療支

援病院における紹介患者に対する医療提供、病床

や高額医療機器等の共同利用、24 時間救急医療の

提供等を評価するものであり、入院初日に算定す

る。当該加算を算定する場合は、「A204-3」紹介受

診重点医療機関入院診療加算は別に算定できな

い。 

(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき

特定入院料以外の特定入院料を算定した場合につ

いては、入院基本料の入院期間の計算により一連

の入院期間とされる期間中に特定入院料を算定し

なくなった日（当該日が退院日の場合は、退院日）

において１回に限り算定する。 

 

  


